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十条地区まちづくり
全体協議会

第4４回駅西ブロック部会

報告事項
［1］防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等）
［2］十条駅付近連続立体交差事業及び

鉄道付属街路事業の進捗状況等について
［3］十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況について

令和7年10月15日（水）18:30開始
上十条ふれあい館 第一ホール
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

1 開会
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【1】 防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等）

【2】 十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業

の進捗状況等

【3】 十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等

報告事項
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【1】-1 密集事業の進捗状況

十条駅西地区

地区幹線道路

約 35％→約37％ →約54％

主要生活道路1号線

約 25％→約34％ →約34％

主要生活道路2号線

約 15％→約25％ →約38％

（市街地の燃えにくさの指標）
【不燃領域率】

【用地取得率】
（令和５年9月→令和6年9月→令和7年9月現在）

事業導入時
目標
現在

︓約49%
︓約70％
︓約64％（令和6年度）

（参考） ︓約64％（令和5年度）

0 50 100 200ｍ

地区幹線道路

主要生活道路2号線

主要生活道路1号線
公園用地取得（約214㎡）

（十条仲原二・四町会会館横）
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（２）防災まちづくりの取り組み【1】-2 支援制度の紹介
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（２）防災まちづくりの取り組み
不燃化特区制度の支援策の凡例 Ｐ７〜Ｐ１０

防災まちづくり担当部
防災まちづくり担当課
03-3908-9162

不燃化特区区域
除却事業、建替事業、老朽空家対策事業、専門家派遣制度不燃化特区

全域
北都税事務所 03-3908-1176不燃建替え及び老朽住宅除却後の土地の固定資産税、都市計画税の減免
防災まちづくり担当課壁面後退促進事業 ※十条仲原２丁目側のみ

不燃化促進関連事業の凡例 Ｐ１１

防災まちづくり担当課
地区防災不燃化促進事業
都市防災不燃化促進事業（補助73号線沿道地区、補助85号線沿道地区）

その他耐震等北区の支援策の凡例
Ｐ１２〜Ｐ１６

まちづくり部
建築課構造・耐震化促進係
03-3908-1240

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
木造民間住宅耐震化促進事業北区全域
分譲マンション耐震化支援事業、賃貸マンション耐震化支援事業
ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業、ブロック塀等安全対策支援事業
がけ・擁壁改修アドバイザー支援事業、擁壁等安全対策支援事業

まちづくり部建築課細街路整備係 03-3908-9194北区狭あい道路等拡幅整備事業

土木部道路公園課河川係 03-3908-9213
雨水浸透施設助成、北区止水版設置工事費助成、
北区雨水貯留槽設置工事費助成

生活環境部環境課自然環境みどり係 03-3908-8618北区生垣造成助成金
東京都防災・建築まちづくりセンター 03-5989-1470液状化対策アドバイザー制度

【1】-2 支援制度の紹介

※助成制度の概要紹介のため、一部省略等している部分があります。詳細については各所管にお問い合わせください。
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（1）除却事業

右下図の区域で、建物を解体し建替えを
行う場合、かかる費用の一部を助成する制
度です。

耐用年数の2/3を経過している
建築物を除却する方に対して、

解体費用を助成します。

（2）建替え事業

除却事業を利用した方が建替える
場合、建築設計費及び工事監理費の
一部を助成します。
また、従前の建物から、耐火性能を
向上させた建物に建て替える場合、
床面積の合計に応じて建築工事費の
一部を追加で助成します。

（3）店舗建替え事業
十条銀座商店街通りなど商店街の
沿道20ｍ以内の方が店舗から店舗
へと建替える場合、（2）の費用
に加え店舗部分の工事費の一部を
助成します。

【事業対象区域】

【1】-2 支援制度の紹介

●不燃化特区事業（事業期間：令和７年度まで）
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不燃化特区内では、３か月以上空家となっている
老朽建築物を除却し、区に土地を売却する場合、
除却費を最大500万円助成します。

※区が当該敷地の購入を了承した場合に限ります。
※敷地面積65㎡以上、接道等の要件があります。

地区計画等で規定する壁面後退区域内において、当該地区計画等の計画
等の内容に適合し、建築基準法の道路の現況境界線から当該後退線までの
距離が平均10cm以上であり、１㎡以上の壁面後退を行う場合、面積に応
じて最大100万円助成します。

※居住環境整備指導要綱に基づく公開空地の面積は除く
※先述の除去事業、建替え事業、老朽空家対策事業との併用不可

【1】-2 支援制度の紹介

●老朽空家対策事業（事業期間：令和７年度まで）

●壁面後退促進事業（事業期間：令和７年度まで）
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建替え等に関する悩みに専門家（弁護士、税理士、一級建築士、
不動産鑑定士、不動産コンサルタント、公認会計士、
ファイナンシャル・プランナー等）を無料で派遣する制度です。

方法

その
他

受付
時期

防災まちづくり担当課へ申請してください。

※参加費無料

通年

〇同一年度内に5回まで相談できます。
〇費用は無料です。
〇お悩みの相談内容によって、派遣する専門家を選定
します。

〇1回の相談時間は2時間程度です。

【1】-2 支援制度の紹介

●専門家派遣制度（事業期間：令和７年度まで）

※令和7年度まで（令和8年1月30日までに申請）
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土地にかかる「固定資産
税」や「都市計画税」が、住
宅敷地並みの税額に減免され
る制度

※一定の要件があります。

【老朽建築物を除却した場合】

最長５年間
８割減免

一定の要件を満たす場合、
「固定資産税」や「都市計
画税」が、減免される制度

※一定の要件があります。

最長５年間
１０割減免

【不燃化建替えを行った場合】

※東京都の事業のため詳しくは、北都税事務所へお問い合わせください。
【固定資産税（土地・家屋）】 03（3908）1176

【1】-2 支援制度の紹介

●税の減免による支援制度（事業期間：令和７年度まで）



第44回駅西ブロック部会 11

防災生活道路沿いで、既存建物を耐火性能
の高い建物に建替える場合、建築工事費（不
燃化相当分）の一部を助成する制度。

都市計画道路（補助73号線及び補助85号線）の沿道において一定の要
件を満たす耐火建築物に建替える場合、建築工事費の一部を助成する制度。

都市計画
道路30ｍ 30ｍ【助成期間】

73号線沿道地区︓令和 7年度まで
85号線沿道地区︓令和 12年度まで

【防災生活道路】

【1】-2 支援制度の紹介

●地区防災不燃化促進事業（事業期間：令和７年度まで）

●都市防災不燃化促進事業（事業期間：令和７～１２年度まで）
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【1】-2 支援制度の紹介

●木造住宅耐震化促進事業

助成対象

地階を除く木造２階建て以下の住宅で
下記①～③は平成１２年５月３１日以前に建築に着手したもの
下記④は昭和５６年５月３１日以前に建築に着手したもの

助成内容

①耐震診断 ：費用の１０／１０（上限１３万円）
②耐震補強設計 ：費用の２／３（上限２０万円）
③耐震改修工事 ：費用の２／３（※上限１００万円）
④耐震建替え工事：費用の２／３（※上限１００万円）

※整備地域の場合（駅西地区）：上限１２０万円
高齢者世帯等の場合 ：上限１５０万円
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●ブロック塀耐震アドバイザー派遣事業

近年頻発している大地震の教訓を踏まえ、歩行者に危害が及ぶ
おそれのあるブロック塀を対象に無料で耐震アドバイザーを
派遣しています。

事業対象

道路等に面し、道路又は地表面からの高さが
１ｍを超えるコンクリートブロック塀

事業内容

建築士が目視及び鉄筋探査機等によるブロック塀の調査を行い、

危険度の説明や今後のアドバイスを行う

【1】-2 支援制度の紹介
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●ブロック塀等安全対策支援事業

歩行者に危害が及ぶおそれのあるブロック塀等の安全対策工事を
行う方に対して、工事に必要な経費の一部を助成しています。

助成対象

道路等に面していて、道路又は地表面からの高さが１ｍ超える
危険なブロック塀等

助成内容

除却工事：１万円／ｍ、上限３０ 万円

改善工事：６千円／ｍ、上限２０ 万円

建替え工事：２万３千円／ｍ、上限６０ 万円

【1】-2 支援制度の紹介

※通学路等に面する場合は加算あり
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●がけ・擁壁改修アドバイザー派遣事業

所有しているがけ及び擁壁を対象に、無料で専門家を派遣して
います。

事業対象

・道路等に面する高さが１．５ｍ以上の擁壁等
・道路等以外の土地に面し、地表面から高さが２ｍ超の擁壁等

事業内容

がけ・擁壁改修アドバイザーによるがけ・擁壁の現地調査を行い、

現状の問題点や今後の改修等の助言を行う

【1】-2 支援制度の紹介

いずれかに該当
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【1】-2 支援制度の紹介

●擁壁等安全対策支援事業

地震、台風及び集中豪雨等の自然災害に備えるために
がけ、擁壁等の改善工事を行う方に対して、改善工事に必要な
経費の一部を助成しています。

助成対象

・道路等に面する高さが１．５ｍ以上の擁壁等
・道路等以外の土地に面し、地表面から高さが２ｍ超の擁壁等
（工作物の確認申請が必要な部分）

助成内容

擁壁工事又は擁壁改修工事：費用の１／３、上限４００ 万円

いずれかに該当

※

※・総合評価ランクD又はEに該当⇒工事費用の１／２、上限１，０００万円

・土砂災害特別警戒区域内⇒工事費用の１／２、上限６００万円
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【1】-３ 十条地区防災計画

地区防災計画とは？

平常時および発災時における地域の防災活動を定める計画で、
十条地区については令和６年度に策定しました。

策定理由

地震に焦点をあて、平常時から
備えの充実を図るとともに
災害時に十条地区で
「共助（地域で協力して助け合うこと）」
を確実に実行するために策定しました。

HPにて公開中→
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【1】-３ 十条地区防災計画

⑴計画の目的 ⑵計画の位置付け
⑶計画の対象範囲1. 基本的な考え方
⑴人口構成 ⑵地理的特性
⑶地震発生の履歴 ⑷想定災害
⑸液状化危険度 ⑹地域危険度

2. 十条地区の特性

⑴避難に関する考え方 ⑵用語の確認
⑶避難経路（推奨ルート）の検討3. 地震発生時における避難方法
⑴十条地区の活動体制 ⑵地区本部
⑶避難所 ⑷自主防災組織4. 地震発生時における地域の活動
○だれが（どの組織が）、いつ、なにを実施するのか、発災
から3日程度までの行動の目安を時系列に整理5. 地震発生時のタイムライン

○災害時活動拠点、いっとき集合場所、避難場所、避難
所、資機材・備蓄倉庫、AED、公衆電話など6. 防災環境図

⑴防災活動を行うにあたっての課題と必要な取組み
⑵平常時に行う防災活動の計画7. 平常時における地域の活動
○避難所における初動期・運営期の活動体制など8. 別表 地区本部・避難所活動体制表
○被害状況報告書、情報連絡・安否確認手段の例など9. 参考資料

計画の構成
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【1】-４ 北区民強靱化

★もしものために準備しよう・みんなで災害にそなえよう

「北区民強靱化動画」

↓映像はこちら

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=%e5%8c%97%e
5%8c%ba%e6%b0%91%e5%bc%b7%e9%9d%b1%e5%8c%96%e5%8b%95%e
7%94%bb&&mid=570770BE5B9A7AB6A45B570770BE5B9A7AB6A45B&&FO

RM=VRDGAR

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?&q=%e5%8c%97%e
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【1】 防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等）

【2】 十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業

の進捗状況等

【3】 十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-1 要旨

地域の利便性や安全性の向上を図るため、
鋭意推進中の

十条駅付近連続立体交差事業

鉄道付属街路事業

について、進捗状況等を報告します。
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第43回
第45回

【2】-2 各事業の進捗状況等

①仮付替え道路の検討
工事期間中、現道の交通機能等の補償を目的に整備する
仮付替え道路の一部区間で、排水設計を実施。

⑴十条駅付近連続立体交差事業（区での検討事項）
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

①事業用地の取得
用地取得率 約４３％（令和７年８月末現在）
※面積ベース

⑵鉄道付属街路事業
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

②代替地の確保
対象地１︓約７２０㎡（都営上十条アパート５号棟跡地内）
対象地２︓約２１０㎡（事業用地の活用）
対象地３︓約１３０㎡（密集事業用地の活用）
※ ニーズ調査等により、必要に応じて代替地を確保

⑵鉄道付属街路事業
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

【代替地（対象地１）約720㎡】
令和５年９月 7画地に分割し、購入者の募集
令和６年１０月 画地③、⑤の再募集
現在、２画地については、応募がなく、先着順にて募集中。

︓募集画地

③代替地（対象地１・２・３）の売払い
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

⑶代替地（対象地１・２・3）の売払い

【代替地（対象地2）約210㎡】
令和６年１０月 画地⑧、⑨ 購入者決定

令和7年3月 画地⑩再募集を行い、購入者決定
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

︓募集画地

⑶代替地（対象地１・２・3）の売払い

【代替地（対象地３）約130㎡】
令和7年3月に募集を行い、画地⑫の
購入者決定
画地⑪は、先着順にて募集中。
※商店街に面した画地であるため、
商業系施設（飲食店等）への売
払いを進めたい。
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-2 各事業の進捗状況等

④全権利者向け事業協力に関するお知らせの送付
事業認可（令和２年３月）から５年が経過し、一定の事業
進捗はあるが、あらためて事業協力を呼び掛けるとともに、
移転に際し課題となっている点を把握し、スムーズなご移転に
繋げるため、昨年度に引き続きお知らせ及びアンケートを全権
利者向けに送付

令和７年９月 お知らせ及びアンケート送付
■お知らせ 土地・建物所有者および借家人すべて

送付先︓246名（土地・建物所有者126名＋借家人120名）
■アンケート 土地・建物所有者のみ

送付先︓126名
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【2】-3 今後の予定

【代替地（新規）】
必要に応じて新たに確保した代替地を順次活用し、
事業用地の取得を実施。
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【1】 防災まちづくりの取り組み（密集事業の進捗状況等）

【2】 十条駅付近連続立体交差事業及び鉄道付属街路事業

の進捗状況等

【3】 十条駅西口地区市街地再開発事業の進捗状況等



第44回駅西ブロック部会 31

第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【3】-1 経過・今後の予定

平成２９年 ５月 組合設立の認可
令和 元年１２月 事業計画変更の認可
令和 ２年 ３月 権利変換の認可
令和 ３年 ３月 建築工事（再開発ビル）の着工
令和 ６年 ４月 地下駐輪場（設備・出入口）の着工
令和 ６年 ７月 公衆トイレ、シェルター、喫煙施設、交番の着工
令和 ６年１０月 建築工事（再開発ビル）の竣工
令和 ７年 １月 地下駐輪場の供用開始
令和 ７年 ３月 交番の供用開始
令和 ７年 ７月 公衆トイレ、シェルター、喫煙施設の供用開始

⑴経過

⑵今後の予定
令和 ７年１１月 駅前広場の供用開始
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

【3】-2 進捗状況について
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

3 質疑
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第43回
第45回

駅東ブロック部会
83号線ブロック部会

4 閉会


